
 

 

Legal Alert  
5 月 5 日に労働者保護法の改正が発効 

 

2019 年 4 月 5 日に、労働者保護法（Issue 7）仏歴 2562 年 （以降「改正労働者保護法」）が官報で公表され、2019 年 5

月 5 日に発効することになりました。   

今回の改正は、従業員へより手厚い保護の付与、つまり、雇用の安定と従業員の福祉の向上を主たる目的としていま

す。改正労働者保護法の発効後は、20 年以上雇用された従業員に対する従前よりも増額された解雇補償金、ビジネス

休暇を取得する権利、及び延長された出産休暇期間が、法的な権利として従業員に与えられます。加えて、改正労働者

保護法は、従前より与えられていた既存の権利に関しても、従業員の利益に関する適用及び解釈をより明確に示されま

した。 

労働者保護法の改正点の要約 

 

主な改正点 従前の労働者保護法 改正労働者保護法 

延滞利息 (9 条) 

 

労働者保護法に基づき支払いを要する支払い

を雇用者が行わない場合、雇用者には年率

15%の割合で利息が付される。 

従業員に事前通告することなく雇用関係を終了

させた際に生じる支払い、事業活動の一時休止

に伴う支払い、または労働者保護法に基づき支

払わなければならないその他の支払いを雇用者

が行わない場合は、雇用者には年率 15%の割合

で利息が付される。 

 

雇用者の変更   

（13 条） 

事業譲渡または合併により結果として新しい雇

用者の従業員になるが、雇用者が変更になる

場合、新しい雇用者は従業員に関する既存の

権利及び過去の雇用者の義務をすべて引き継

がなければならない。 

事業譲渡または合併により結果として新しい雇

用者の従業員になるが、雇用者が変更になる場

合、雇用者が変更になることについて従業員の

同意が必要となる。 

新しい雇用者は従業員に関する既存の権利及

び過去の雇用者の義務をすべて引き継がなけれ

ばならない。 

 

事前通告に代わる

支払い (17 条の 1) 

雇用者が従業員に事前通告することなく直ちに

雇用契約を終了させることを望む場合、雇用者

は従業員に事前通告の代わりに支払いを行わ

なければならない。 

雇用者が従業員に事前通告することなく直ちに

雇用契約を終了させることを望む場合、雇用者

は賃金を支払わなければならない、当該金額は

解雇日から契約解消日まで従業員が受け取る権

利を有するすべての利益に相当する金額であ

る。 

賃金はその従業員の解雇日に支払われなけれ

ばならない。 
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デロイトの見解 

当該改正は、有給のビジネス休暇及び解雇補償金の増額等の従業員の利益、ならびに事業所移転に伴う雇用者の義務

等をはじめとして、従業員に対してより多くの利益を与えるとともに雇用者に多くの義務を課すものです。それゆえ、法令

順守の視点から現時点で定められている雇用者の義務及び従業員の権利を確認するためにも、法人が定める就業規則

及び労働関連規定を見直すことが望まれます。 

 

現時点で就業規則及び労働関連規定を労働局に登録する必要がなくても、就業規則及び労働関連規定の未整備に起

因する労働法の法令違反は、労働法制に基づきペナルティを科される恐れがあります。 

 

 

 

主な改正点 従前の労働者保護法 改正労働者保護法 

ビジネス休暇 (34 条) 

(57 条の 1 追加) 

ビジネス休暇の日数は、専ら就業規則が定め

る日数である。 

従業員は年間最低 3 日間のビジネス休暇を有給

で得る権利がある。 

出産休暇 (41 条) 妊娠した従業員は 90 日以内の出産休暇を取得

する権利がある 

妊娠した従業員は妊婦検診のための休暇を含

み 98 日以内の出産休暇を取得する権利がある 

事業活動の一時休

止 (75 条) 

雇用者が不可抗力以外のどんな理由であって

も事業運営が一時的に行えない場合、雇用者

は従業員が働くことができない期間における少

なくても 75%の賃金を払わなければならない。 

雇用者が不可抗力以外のどんな理由であっても

事業運営が一時的に行えない場合、雇用者は従

業員が働くことができない期間における少なくて

も 75%の賃金を払わなければならない。 

従業員への支払いは 1 か月以内または従業員

の同意した期日までに、職場または同意された

場所で、行わなければならない。 

解雇補償金 (118 条) 解雇補償金の最高額は 10 年継続して働いた従

業員に対し、直近の賃金の 300 日分に定める。 

解雇補償金の最高額は 20 年継続して働いた従

業員に対し、直近の賃金の 400 日分に定める。 

事業所の移転  

（120 条） 

 

 

雇用者が従業員またはその家族の通常の生活

に支障をきたすような事業所の移転は、従業員

に遅くとも事業所の移転日の 30 日前に従業員

に通告しなければならない。 

当該雇用者のために働きに行きたくないと思っ

た従業員は、通告を受けてから 30 日以内に雇

用者へ通告することにより、雇用契約を解消す

る権利を有する。 

この点に関して、従業員は特別解雇補償金を

受け取る権利がある。 

新しい事業所へ移転すること、または、雇用者が

有する他の事業所へ移転を望む雇用者は、少な

くとも移転日までの 30 日前から現在の事業所の

目立つ場所に移転する旨を掲示することにより、

事前に従業員に事業所の移転を知らせなければ

ならない。掲示する情報は、移転しなければなら

ない従業員と事業所の新しい移転先を含まなけ

ればならない。 

移転する旨の掲示を行わない雇用者は、雇用者

は新しい事業所での労働を拒否する従業員に対

し、少なくとも 30 日分の直近の賃金に相当する

特別解雇金を支払う義務がある。 

事業所の移転により本人または家族の通常の生

活に著しく影響を与えると見做され、新しい事業

所での労働を望まない従業員は、雇用者に移転

する旨を掲示した日から 30 日以内、または、雇

用者が移転する旨の掲示をしない場合は移転日

に、書面にて雇用者に知らせなければならない。 

その点に関して、雇用契約は移転日に解消さ

れ、当該従業員は特別解雇金を得る権利を有す

る。 
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